
復興５年間の現状と課題

１. 被災者支援

２. 住宅の再建
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２．住宅の再建

１．被災者支援

３．産業の再生

４．福島の復興

① 避難者は、当初の４７万人から１７万人まで減少
② 介護サポート拠点や相談員の見守りなどにより、医療や心身のケア、孤立を防止

① 自主再建
② 高台移転による宅地造成
③ 災害公営住宅

１３万件が再建中又は再建済み

計画戸数 ２万戸
計画戸数 ３万戸

（平成２９年３月末までに１万４千戸（７０％））

① 被災３県の生産の水準は、ほぼ回復
⇒ 農地では７４％で作付け再開可能、水産加工施設は８６％で業務再開

② 売上の回復は業種別にばらつき ⇒ 今後、水産加工業の販路回復や観光振興を重点的に支援

① 帰還に向けた取組 ⇒ 商店の再開などの生活環境整備、事業再開の支援
② 長期避難者への取組 ⇒ 復興公営住宅の整備

（平成２９年３月末までに２万５千戸（８５％））

○ 復興期間１０年の折り返し 平成２３～２７年度 「集中復興期間」
平成２８～３２年度 「復興・創生期間」

○ インフラ復旧は概ね終了、住宅の再建が最盛期。被災者の心身のケアや、産業の再生が重要
○ 福島においては、順次、避難指示を解除。住民の帰還に向けた環境整備を進める必要

復興５年間の現状と課題（概要）復興５年間の現状と課題（概要）

避難の長期化に伴う心身の健康維持が課題

住宅は工事のピーク

生産設備はほぼ復旧、売上げは業種でばらつき

順次、避難指示を解除。帰還に向けた環境を整備
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① 避難者は、当初の４７万人から１７万人まで減少
（岩手・宮城 ８万人、福島 １０万人）

② 介護サポート拠点（１１１箇所）や相談員（１,２００人）の
見守りなどにより、医療や心身のケア、孤立を防止
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１．被災者支援

生活支援相談員の訪問風景 「男の料理教室」実施風景

避難の長期化に伴う心身の健康維持が課題



① 自主再建

② 高台移転による
宅地造成

③ 災害公営住宅

１３万件が再建中又は再建済み

計画戸数 ２万戸

計画戸数 ３万戸
・平成２８年３月末までに １万７千戸
・平成２９年３月末までに ２万５千戸

住宅は工事のピーク

・平成２８年３月末までに ９千戸
・平成２９年３月末までに １万４千戸

災害公営住宅（宮城県女川町） 防災集団移転（宮城県岩沼市） 3

２．住宅の再建



全
体
の
計
画
戸
数
に

対
す
る
進
捗
率※

２

○平成27年9月末時点住まいの確保に関する事業※１を行う66市町村のうち、平成27年度までに全て完了予定と
している市町村は32市町村。

○残り34市町村は、平成30年度までにおおむね完了見込み。

住まいの確保に関する事業の見通し

H27

気仙沼市、東松島市、塩竃市、七ヶ浜町、多賀城市、福島市、

新地町、二本松市、いわき市、広野町

洋野町、宮古市、南三陸町、山元町、

登米市、桑折町、南相馬市、川俣町、

郡山市、大玉村、田村市、会津若松市、

三春町、楢葉町、白河市

32市町村

H28 H29 H30以降

山田町、大槌町、釜石市、大船渡市、陸前高田市、石巻市、女川町、名取市

27年度までに完了する
市町村（32市町村）

28年度までに完了する
市町村（15市町村）

29年度までに完了する
市町村（10市町村）

30年度までに完了する
市町村（8市町村）

※２ H27年9月末住まいの復興工程表に基づく。ただし、災害公営住宅においては、青森県、茨城県、千葉県、長野県、新潟県の整備戸数を含めた進捗率を示している。

※１ 「住まいの確保に関する事業」は、災害公営住宅整備事業（帰還者向け災害公営住宅の整備に係る事業を除く）、防災集団移転促進事業、土地区画
整理事業（住宅地の供給を含む事業に限る）、漁業集落防災機能強化事業（住宅地の供給を含む事業に限る）。

高台移転 ４５％

災害公営住宅

１００％９０％７０％

５９％ ８５％ ９６％ １００％※３

※３ 整備計画の策定段階にあるもの等が、全体計画に対して約２％存在する。 4
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３．産業の再生

① 被災３県の生産の水準は、ほぼ回復
・ 農地では７４％で作付け再開可能
・ 水産加工施設は８６％で業務再開

② 売上の回復は業種別にばらつき
今後、水産加工業の販路回復や観光振興を重点的に支援

生産設備はほぼ復旧、売上げは業種でばらつき

駅前商店街（女川町）魚市場（気仙沼市）



４．福島の復興

順次、避難指示を解除

避難指示解除準備区域
年間積算線量が２０ミリシーベルト以下とな
ることが確実であることが確認された地域

居住制限区域
年間積算量が２０ミリシーベルトを超えるおそ
れがあり、住民の被ばく線量を低減する観
点から引き続き避難の継続を求める地域

帰還困難区域
事故後６年間を経過してもなお、年間積算
線量が２０ミリシーベルトを下回らないおそ
れのある、平成２４年３月時点で年間積算
量が５０ミリシーベルト超の地域

発災後１年以内に解除された地域

平成２４年～平成２７年までに解除
された地域

平
成
２
年
３
月
ま
で
の
解
除
を
目
指
す

２９
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（原子力災害対策本部）



帰還に向けた環境を整備

① 帰還に向けた取組
・ 商店の再開などの生活環境整備
・ 事業再開の支援

② 長期避難者への取組
・ 復興公営住宅の整備

飯舘村復興公営住宅飯野町団地楢葉町ここなら商店街開店
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○ 復興期間１０年の折り返し
平成２３～２７年度 「集中復興期間」
平成２８～３２年度 「復興・創生期間」

○ インフラ復旧は概ね終了、住宅の再建が最盛期
被災者の心身のケアや、産業の再生が重要

○ 福島においては、順次、避難指示を解除
住民の帰還に向けた環境整備を進める必要
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発災から５年が経過



（１）国の責務の一元化

②自治体からの要望をワンストップで対応（地方に復興局を設置）
①責任組織の設置と一元化（復興対策本部、復興庁）

③復興のための増税も含め、１０年で３２兆円程度復興財源確保

②取崩し型基金３，０００億円

（２）被災自治体支援

①震災復興特別交付税を創設し、復旧・復興事業の自治体負担分を全額措置

（３）被災者支援
①心身のケア、孤立防止、コミュニティづくりを支援
②住民票を移さず、避難先自治体で行政サービスを受けられるように支援

（４）インフラ復旧・まちづくり
①復興特区制度を創設し、土地利用再編の事業に必要な許可の特例、手続きのワンストップ化
②復興交付金を創設し、地域づくりに必要な事業の一括化、地方負担の手当

（５）産業の復興
①仮設工場・店舗等の整備と無償貸与
②中小企業等グループの施設復旧のための補助金の創設
③復興特区制度を創設し、税制・金融上、規制・手続きの特例
④二重ローン対策（東日本大震災事業者再生支援機構、産業復興相談センター）

（６）雇用の確保
①雇用創出基金の拡充等による被災地で仕事づくり
②震災による離職者等を雇用した事業主に対する助成金の創設

③全国の自治体が被災地に職員を派遣（累計８万７千人）

（参考）これまでにない政策
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（参考）東日本大震災からの復興に向けた道のりと見通し

10

• 構築したモデルの普及・展開へ重点化等
• 企業・⼤学・NPOなど⺠間の⼈材やノウ

ハウの最⼤限の活⽤

• 関係省庁と連携し、除染、インフラ・
⽣活関連サービス復旧等

住宅再建・
復興まちづく

り

「新しい東北」
の創造

福島の復興・
再⽣

産業・⽣業の
再⽣

被災者⽀援

16.4 17.4 18.4 19.4 20.4 21.3

⾼台移転 ：32％
災害公営住宅：49％

【避難者数】
17.4万⼈

（ピーク時47万⼈）

復興・創生期間

2016.3

⾼台移転 ：99％
災害公営住宅：97％

【着⼿】

【完成】
⾼台移転 ：70%
災害公営住宅：85％

（16年度末⾒込み）

【⽔産加⼯業】
86%の施設で再開

【農業】
営農再開可能⾯積：74％

【県全体の避難者】9.9万⼈

集中復興期間

(2019) ラグビーワールドカップ
(2020) 東京オリンピック・パラリンピック
(2021.3) 復興・創⽣期間の終了（復興庁の設置期限）

• 被災者の⼼⾝ケア、コミュニ
ティ形成、「⼼の復興」等

• 引き続き加速化措置を推進
• きめ細やかに市町村を⽀援

• 販路開拓・新商品開発⽀援
• 商店街の本格復旧⽀援等

【観光】
外国⼈宿泊者数：65％（全国では162%）

⾼台移転 ：45%
災害公営住宅：59％

（15年度末⾒込み）

⽥村市、川内村、楢葉町で
避難指⽰解除等

葛尾村、川俣町、南相⾺市、
川内村で準備宿泊を開始

先導的な取組の構築
（13~15年度で計216事業を⽀援）
マッチング等の場づくり

（18年度）
相⾺福島道路
（霊⼭〜相⾺間）
釜⽯花巻道路

開通予定

（18年度末⾒込み）
住まいの確保に関する
事業が概ね完了

※平成22年⽐

（遅くとも2017.3まで）
帰還困難区域以外の区域について、

避難指⽰を解除

※ ※

※平成２７年９⽉末時点

（19年度）
三陸沿岸道路
(仙台〜釜⽯間の

約90%)
開通予定

※

・

国道６号⼀般通⾏再開(14.9)
常磐⾃動⾞道全線開通(15.3)

（19年度）
常磐道 双葉IC
供⽤開始予定

（18年度）
常磐道 ⼤熊IC
供⽤開始予定

２０１６年３月



（参考）東日本大震災に係る政府の対応

東京オリンピック･パラリンピック競技大会組織委員会HPより

原発事故による災害 地震・津波による災害

【原子力災害対策本部】

本部長：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官、経済産業大臣、環境大臣、

原子力規制委員長
事務局：内閣府（原子力防災担当）

福島原子力事故処理調整総括官
＜直後の対応＞
・避難指示 ・炉心の冷却、注水作業
・救出・救助 ・避難所支援、物資補給

【緊急災害対策本部】

本部長：内閣総理大臣
副本部長：内閣官房長官、防災担当大臣
事務局：内閣府（防災担当）等

＜直後の対応＞
・救出・救助 ・避難所支援、物資補給、仮設住宅建設
・捜索 ・ライフラインの応急復旧

【復興庁】
【環境省】

＜現在の取組＞
・廃炉・汚染水対策 ・避難指示区域の見直し
・賠償 ・原子力被災者生活支援

・廃棄物処理、除染・中間貯蔵施設の整備
・モニタリング（関係省庁：農水省、厚労省、原災T、文科省）
・放射性物質汚染に関する安心・安全の確保（リスコミ）

（環境省、文科省 等）

＜くらし＞
○長期避難者対策（町外コミュニティ等）、早期帰還支援

＜インフラ整備＞
○避難指示区域等における公共インフラの復旧

＜くらし＞
○被災者支援
（健康・生活支援、本格住宅への移転支援等）

＜インフラ整備＞
○住宅再建・復興まちづくり

＜産業・生業＞
○産業復興
○雇用確保
○農林水産業の再開

直
後
の
対
応

現

在

の

取

組
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